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iお金 仕事 その他

町
税
等
の
納
付
は
口
座
振
替

が
便
利
で
安
心

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
る
、減
収
を
事

由
と
す
る
国
民
年
金
保
険
料

免
除
等
の
臨
時
特
例
措
置
が
、

令
和
４
年
度
分
の
申
請
を
も

っ
て
終
了
し
ま
す

■高知県の受託業者
　（株）バックスグループ　
◆退職（失

「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」

強
調
月
間
活
動

i

人
権
啓
発
係
か
ら
の

　
　
 

　
 

お
知
ら
せ

心
配
ご
と
・
困
り
ご
と
、人
権
・

行
政
相
談
所
の
開
催

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
人
権
侵
害

に
関
す
る
無
料
相
談
窓
口
の
開
設

無
料
弁
護
士
相
談
会
の
開
催

　
皆
さ
ん
の
相
談

を
社
会
福
祉
協
議

会
相
談
員
、
人
権

擁
護
委
員
、
行
政

相
談
委
員
な
ど
が

受
け
る
相
談
所
を

開
き
ま
す
。
皆
さ
ん
の
心
の
負
担
が
少

し
で
も
軽
く
な
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

家
庭
で
の
心
配
ご
と
、
地
域
で
の
も
め

ご
と
、人
権
侵
害
や
行
政
に
関
す
る
相

談
な
ど
、ひ
と
り
で
悩
ま
ず
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
の
秘
密
は
必

ず
守
り
、
料
金
は
無
料
で
す
。
安
心
し

て
お
越
し
く
だ
さ
い（
原
則
要
予
約
）。

◆
開
催
日
時
・
場
所

・
９
月
８
日（
金
）
午
前

１０
時
〜
正
午
、

上
田
の
口
集
会
所

　
午
後
１
時

３０
分
〜
午
後
３
時

３０
分

錦
野
団
地
集
会
所（
錦
野
老
人
憩
い

の
家
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課 

人
権
啓
発
係

蕁
５
５
―

３
１
１
３

　
黒
潮
町
で
は
、
多
様
化
す
る
消
費
者

相
談
、
不
動
産
、
相
続
、
離
婚
、
地
域

で
の
悩
み
相
談
に
対
応
す
る
た
め
弁
護

士
を
招
き
、
無
料
相
談
所
を
開
設
し
ま

す
。
日
ご
ろ
、
な
か
な
か
相
談
で
き
な

い
こ
と
も
こ
の
機
会
に
相
談
し
て
み
ま

せ
ん
か
。

◆
開
催
日
時
・
場
所

・
８
月

２３
日（
水
）

　
午
後
１
時
〜
午
後
３
時

　
本
庁
１
階
相
談
室
１
―

３

※
相
談
時
間
は
１
名

３０
分
以
内
で
す
。

８
月

１６
日（
水
）午
前
８
時

３０
分
か
ら

電
話
ま
た
は
左
記
窓
口
で
先
着
４
名

を
受
け
付
け
、
そ
の
際
、
相
談
内
容

を
聴
き
取
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
同
じ
内
容
の
相
談
は
、
１
回
限
り
で
、

担
当
弁
護
士
が
既
に
相
手
方
の
相
談

を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
相
談
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
キ

ャ
ン
セ
ル
さ
れ
る
場
合
は
、
相
談
日

の
前
週
の
金
曜
日
ま
で
に
左
記
窓
口

へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

○
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課 

人
権
啓
発
係

蕁
５
５
―

３
１
１
３

 
す
べ
て
の
国
民
が
、
犯
罪
や
非
行
の

防
止
と
罪
を
犯
し
た
人
た
ち
の
更
生
に

つ
い
て
理
解
を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
に
お
い
て
力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非

行
の
な
い
安
全
・
安
心
な
地
域
社
会
を

築
く
た
め
、
黒
潮
町
に
お
い
て
も
幡
東

保
護
司
会
か
ら
黒
潮
町
在
住
の
保
護
司

が
７
月
３
日（
月
）に
「
佐
賀
中
学
校
」

前
と
「
大
方
中
学
校
」
前
で
強
調
月
間

活
動
を
行
い
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
役
場
本
庁
で
浦
田
分
区
長

か
ら
町
長
に
「
内
閣
総
理
大
臣
メ
ッ
セ

ー
ジ
」
の
伝
達
を
行
い
、
懇
談
会
を
実

施
し
ま
し
た
。

※
保
護
司
と
は
、
保
護
司
法
に
基
づ
き
、

法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
非
常
勤

の
国
家
公
務
員
で
更
生
保
護
、
地
域

住
民
へ
の
犯
罪
予
防
活
動
を
行
っ
て

い
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課 
人
権
啓
発
係

蕁
５
５
―

３
１
１
３

　
高
知
県
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
る
人
権
侵
害
の
防
止
と
救
済
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
４
月
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に

お
い
て
人
権
侵
害
を
受
け
ら
れ
た
方
な

ど
を
対
象
に
、
弁
護
士
に
よ
る
無
料
相

談
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
相
談
窓

口
で
は
、
弁
護
士
が
法
的
な
視
点
か
ら
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
差
別
的
投
稿
や

誹
謗
中
傷
な
ど
に
関
す
る
ア
ド
バ
イ
ス

を
対
面
で
行
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
で
、
ご
自
身
や
ご
家
族
な
ど
の
人

権
が
侵
害
さ
れ
た
と
思
わ
れ
た
方
は
、

１
人
で
悩
ま
ず
高
知
県
人
権
・
男
女
共

同
参
画
課
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
相
談
窓
口

・
日
時
　
毎
月
第
３
火
曜
日

　
　
 
 

午
前
９
時

３０
分
〜
午
前

１１
時

　
　
　
　

３０
分

・
場
所
　
高
知
県
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

 
 
 
 

４
階
研
修
室

・
対
象
　

１８
歳
以
上
の
方

・
定
員
　
３
名

　
　
　
　（
要
予
約
　
１
名

４０
分
以
内
）

○
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
県
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

　
蕁
０
８
８
―

８
２
３
―

９
８
０
５

役場からのお知らせ役場からのお知らせ


